
  〇大府市瓦屋根改修費等補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、強風や地震による住宅の瓦屋根の被害を軽減し、市民の身体及び財 

産を保護するとともに、災害に強いまちづくりを促進するため、瓦の緊結状況等の調査

及び必要に応じて改修を行う者に対し、予算の範囲内において交付する大府市瓦屋根診

断費補助金及び瓦屋根改修費補助金（以下「補助金」という。）について、大府市補助

金等交付規則（昭和４６年大府市規則第７号）に定めるもののほか、必要な事項を定め

るものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

 ⑴ 住宅 一戸建ての住宅又は長屋若しくは共同住宅をいう。ただし、店舗等の用途を

兼ねるものにあっては、延べ面積の２分の１以上を居住の用に供するものに限る。 

 ⑵ 瓦屋根 粘土瓦ぶき又はプレスセメント瓦ぶきの屋根をいう。 

 ⑶ 瓦屋根診断 住宅の瓦屋根について、瓦ぶき技能士、瓦屋根工事技士又は瓦屋根診 

断技士が、令和２年国土交通省告示第１４３５号により改正された昭和４６年建設省

告示第１０９号（以下「告示基準」という。）への適合を確認するために行う診断をい

う。 

 ⑷ 瓦屋根改修 瓦屋根診断の結果、告示基準に適合していない屋根に対し、全面を告

示基準に適合させるために行う工事又はスレート屋根、金属屋根等へ改修を行う工事

をいう。ただし、屋根が強風等で被災し、明らかに告示基準に適合していないと市長

が認めたものは、瓦屋根診断を行うことを要しないものとする。 

 ⑸ 管理組合 建物の区分所有等に関する法律（昭和３７年法律第６９号）第３条若し

くは同法第６５条に規定する団体又は同法第４７条第１項（同法第６６条において準

用する場合を含む。）に規定する法人をいう。 

（補助の対象者等） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものと

する。ただし、同一人について同一敷地内における住宅（用途上過分であるものを除く）

１棟限りとする。 

 ⑴ 次のいずれかに該当する者 

ア 住宅の所有者（イに掲げる者を除く。） 

イ 区分所有された共同住宅の所有者で当該共同住宅の管理組合の合意を得た者 

ウ 住宅の居住者で当該住宅の所有者（所有権を有する者が複数ある場合は、当該所

有権を有する者全員）の同意を得た者 

 ⑵ 市税を滞納していないこと。 

 ⑶ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第６号に規定する暴力団員でないこと。 

２ 補助の対象となる住宅は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 



 ⑴ 令和３年１２月３１日までに葺いた瓦屋根である住宅 

 ⑵ 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）その他の法令に基づき適正に建築された

住宅 

 ⑶ 瓦屋根改修を行う場合にあっては、地震に対して安全な構造である又は地震に対し

て安全な構造となる住宅であること。当該住宅が大府市民間木造住宅耐震改修費補助

金交付要綱に基づく大府市民間木造住宅耐震改修費補助金の交付を受ける場合は、同

要綱第４条に定める基準においては、屋根工事を除いた耐震改修工事を対象とするこ

と。 

 （補助対象事業） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、次に掲げる

ものとする。 

 ⑴ 瓦屋根診断費補助事業 

 ⑵ 瓦屋根改修費補助事業 

 （補助対象経費及び補助金の額） 

第５条 瓦屋根診断費補助事業の補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」

という。）及び補助金の交付額は、別表第１のとおりとする。 

２ 瓦屋根改修費補助事業の補助金の交付の対象となる経費及び補助金の交付額は、別表

第２のとおりとする。 

 （補助金交付申請） 

第６条 瓦屋根診断費補助事業に係る補助金の交付を受けようとする者は、瓦屋根診断に

関する契約を締結する前に、大府市瓦屋根改修費等補助金交付申請書（第１号様式）に

次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

 ⑴ 確認通知書の写し、家屋の資産証明書又は建物登記事項証明書等 

 ⑵ 市税の完納証明書又はこれに代わるもの 

 ⑶ 付近見取図 

 ⑷ 現況写真（屋根材が分かるもの） 

 ⑸ 瓦屋根診断費補助事業に係る見積書の写し 

 ⑹ 瓦ぶき技能士、瓦屋根工事技士又は瓦屋根診断技士の資格を証する書面 

 ⑺ その他市長が必要と認める書類 

２ 瓦屋根改修費補助事業に係る補助金の交付を受けようとする者は、瓦屋根改修工事に

関する契約を締結する前に、大府市瓦屋根改修費等補助金交付申請書に次に掲げる書類

を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、第１項の規定による申請をしてい

る場合で、添付した書類の内容に変更がない場合は、第５号から第７号に掲げるものを

除き、その添付を省略することができる。 

 ⑴ 確認通知書の写し、家屋の資産証明書又は建物登記事項証明書等 

 ⑵ 市税の完納証明書又はこれに代わるもの 

 ⑶ 付近見取図 

 ⑷ 現況写真（屋根材が分かるもの） 

 ⑸ 瓦屋根改修費補助事業に係る見積書の写し 

 ⑹ 瓦屋根診断の結果報告書の写し 



 ⑺ 屋根面積が確認できる図面及び面積表 

 ⑻ 市内事業者を利用する場合は、当該事業者が市内に本社を有すること（個人事業 

者を利用する場合については、市内に在住する者であること。）を証明する書類（登 

記事項証明書等） 

 ⑼ その他市長が必要と認める書類 

３ 申請書は、申請する年度の１２月２８日まで（大府市の休日を定める条例（平成元年 

大府市条例第３１号）第１条第１項に規定する市の休日（以下「休日」という。）を除 

く。）に提出しなければならない。  

 （補助金の交付決定） 

第７条 市長は、前条の規定による交付申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、

適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を大府市瓦屋根改修費等補助金交

付決定通知書（第２号様式）により通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要がある場合は

当該補助金の交付について条件を付すことができる。 

 （補助事業の変更） 

第８条 補助金の交付決定を受けた申請者（以下「受給者」という。）は、交付決定を受け

た後に補助対象事業の内容を変更し、補助金の額に変更が生じる場合は、あらかじめ、

次の各号に掲げる書類を添えて、大府市瓦屋根改修費等補助金変更交付申請書（第３号

様式）を市長に提出しなければならない。 

 ⑴ 変更後の補助対象事業に係る見積書の写し 

⑵ 変更後の屋根面積が確認できる図面及び面積表（瓦屋根改修費補助事業の変更の場

合に限る。） 

 ⑶ その他市長が必要と認める書類 

２ 補助対象事業の内容を変更する場合で、補助金の額に変更がないときは、変更の内容

が分かる書類を添えて、大府市瓦屋根改修等事業変更届（第４号様式）を提出するもの

とする。 

３ 市長は、第１項の規定による申請があった場合は、その内容を審査のうえ、補助金の

変更交付を決定し、大府市瓦屋根改修費等補助金変更決定通知書（第５号様式）により、

申請者に通知するものとする。 

（事業の着手）  

第９条 補助対象事業の契約及び着手は、第７条第１項の交付決定を受けた後に行わなけ

ればならない。  

（事業の中止又は廃止） 

第１０条の申請者は、補助金の交付決定後において、事業を中止し、又は廃止しようとす

る場合は、大府市瓦屋根改修等事業中止（廃止）届出書（第６号様式）を市長に提出し

なければならない。  

 （完了実績報告書等） 

第１１条 受給者は、瓦屋根診断費補助事業が完了したときは、当該事業完了の日から起

算して３０日を経過した日又は交付決定があった日の属する年度の２月末日までのいず

れか早い日までに、大府市瓦屋根改修費等補助金完了実績報告書（第７号様式。以下「完



了実績報告書」という。）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

 ⑴ 請負契約書の写し 

 ⑵ 領収書等の写し 

 ⑶ 瓦屋根診断の結果報告書の写し 

 ⑷ その他市長が必要と認める書類 

２ 受給者は、瓦屋根改修費補助事業が完了したときは、当該事業完了の日から起算して

３０日を経過した日又は交付決定があった日の属する年度の２月末日までのいずれか早

い日までに、完了実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならな

い。 

 ⑴ 請負契約書の写し 

 ⑵ 領収書等の写し 

 ⑶ 工事の施工状況が分かる写真 

 ⑷ 工事の着手前及び完了後の写真 

 ⑸ その他市長が必要と認める書類 

３ 市長は、完了実績報告書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたと

きは、大府市瓦屋根改修等事業における審査結果通知書（第８号様式。以下「審査結果

通知書」という。）により通知するものとする。 

 （補助金の請求及び交付） 

第１２条 受給者は、審査結果通知書を受け取ったときは、速やかに、請求書（第９号様

式）を市長に提出するものとする。 

２ 市長は、前項の請求書に基づき、補助金を交付するものとする。 

 （交付決定の取消し及び補助金の返還等） 

第１３条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補

助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その返還を命ずるもの

とする。 

 ⑴ 虚偽の申請その他不正の行為により、交付決定を受けたとき。 

 ⑵ 交付決定の内容及びこれに付した条件その他法令又はこの要綱に違反したとき。 

 ⑶ 第１１条第１項又は第２項に規定する期日までに、完了実績報告書が提出されなか

ったとき。 

 ⑷ その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。 

 （委任） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 （要綱の失効） 

２ この要綱は、令和１１年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの

要綱の規定に基づき、既になされた申請は、この要綱の失効後も、なお、従前の例によ

る。 

附 則 



 （施行期日） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 



別表第１（第５条関係） 

区  分 補助対象経費 補助金の交付額 

瓦屋根診断費補助事業 

瓦屋根診断に要する経費。 補助対象経費の３分の２の額とし、

２万１，０００円を限度とする。 
（その額に１，０００円未満の端数

があるときは、これを切り捨てた額

とする。） 

別表第２（第５条関係） 

区  分 補助対象経費 補助金の交付額 

瓦屋根改修費補助事業 

瓦屋根改修に要する経費。

ただし、屋根の面積に１平

方メートル当たり２万４，

０００円を乗じて得た額

を限度とする。 

補助対象経費の１００分の２３の

額とし、２０万円を限度とする。 
ただし、市内に本社を有する法人又

は市内に住所を有する個人事業者

を利用して瓦屋根改修を行う場合

は３０万円を限度とする。 
（その額に１，０００円未満の端数

があるときは、これを切り捨てた額

とする。） 

 

 

 


